
 

       青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ 

       情報支援ボランティア募集要項 

 

１ 目的 

 

 

（以下、「国スポ・障スポ」という）に参加する聴覚障害者への情報支援を図るとともに、

すべての人に分かりやすい情報提供を行うため、情報支援ボランティアを募集する。 

 

２ 募集主体 

第２５回全国障害者スポーツ大会青森県準備（実行）委員会（以下「県準備（実行）委員

会」という。） 

 

３ 募集種別及び募集人数 

種 別 人 数 

手 話 ４００人 

筆 談 ２００人 

※手話通訳や要約筆記通訳ではなく、手話や筆談による情報支援を行うボランティア 

 

４ 募集期間 

２０２３年（令和５年）９月から募集人数に達するまで 

 

５ 応募要件 

次の要件を満たす者とする。 

(1)２００８年（平成２０年）４月１日以前に生まれた方（２０２６年（令和８年）４月

１日時点で１８歳以上）。ただし、応募時点で１８歳未満の方の申込については、保

護者の同意を得るものとする。 

(2)次表のどちらかに該当する方。 

種 別 要 件 

手 話 手話学習経験者、手話学習中の方 

筆 談 要約筆記学習経験者、筆談に関心のある方 

※学習経験者とは、各養成講座受講経験者をいう。 

(3)情報支援ボランティア養成研修、事前研修等への参加が可能で、「８(2) 活動日」の

いずれかの日程での参加が可能な方。 

 

６ 応募方法 

国スポ・障スポに係るボランティア専用ホームページの応募フォーム等により申し込むも

のとする。 

 

 

 

スポーツ大会）」及び「青の煌
きら

めきあおもり障スポ（第２５回全国障害者スポーツ大会）」 

２０２６年（令和８年）に青森県で開催する「青の煌
きら

めきあおもり国スポ（第８０回国民 



 

７ 登録・取消 

応募者のうち、応募要件を満たした者を情報支援ボランティアとして登録する。 

なお、本人の申し出によるほか、国スポ・障スポのイメージを損なう行為等があった場合

は、県準備（実行）委員会の判断で登録を取り消すことがある。 

 

８ 活動内容及び活動日 

(1) 活動内容 

国スポ・障スポに参加する聴覚障害者等に手話や筆談により情報提供を行う。 

(2) 活動日 

区 分 活動日 場 所（予定） 

青 の 煌
き ら

め き 

あおもり国スポ 

総合案内所等 総合開会式開催日の前日から

総合閉会式開催日まで 

青森市 

総合開会式 令和８年１０月１０日（土） 青森市 

総合閉会式 令和８年１０月２０日（火） 青森市 

青 の 煌
き ら

め き 

あおもり障スポ 

リハーサル大会 令和８年５月下旬（予定） 青森市 他 

公式練習 令和８年１０月２２日（木）

～２３日（金）（予定） 

各競技会 令和８年１０月２４日（土）

～２６日（月）（予定） 

総合案内所等 公式練習日から閉会式開催日

まで 

青森市 

開会式 令和８年１０月２３日（金）

（予定） 

青森市 

閉会式 令和８年１０月２６日（月） 

（予定） 

青森市 

※上記以外にも、必要に応じて活動することもある。 

 

９ 活動日及び配置箇所の決定 

事前に実施する希望調査を参考に関係団体と協議の上、決定する。 

 

10 研修等 

活動に必要となる専門的な知識等を習得させるため、情報支援ボランティア養成事務局が、

登録者を対象とした情報支援ボランティア養成研修、事前研修等を実施する。 

研修等の受講者に対し、情報支援ボランティア登録証を交付する。 

 

11 待遇 

(1) 活動及び研修等への参加に係る報酬は原則無償とする。 

(2) 活動における衣服や装飾品等及び昼食については、必要に応じて県準備（実行）委員会 

が支給する。 

(3) 活動及び研修等への参加にあたり、県準備（実行）委員会の負担により、「傷害保険」

及び「賠償責任保険」に加入する。 

 

 

 



 

12 個人情報の取扱い 

(1) 応募者の個人情報については、青森県個人情報保護条例、その他関係法令の規定に基づ

き、その保護を図るものとする。 

(2) 登録者の個人情報については、県準備（実行）委員会及び情報支援ボランティア養成事

務局が国スポ・障スポの運営のために使用し、その他の目的には使用しない。ただし、

申込時に国スポ・障スポの各会場地市町村等への情報提供に同意した登録者の情報に限

り、各会場地市町村等からの要請に応じて提供することができるものとする。 

(3) 登録者を活動や研修等の際に撮影した写真・動画については、国スポ・障スポを広報す

る目的の限りにおいて、県準備（実行）委員会のホームページやＳＮＳ、その他広報媒

体に掲載できるものとする。 

 

13 その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 


